
期間：７月18日（金）➤８月16日（土）

② 住宅侵入窃盗の被害防止

③ 自動車盗の被害防止

～ 取 組 重 点 ～

④ 自転車盗の被害防止

⑤ ニセ電話詐欺等の被害防止

① 子供と女性の犯罪被害防止

茨城県安全なまちづくり推進会議



茨城県安全なまちづくり推進会議

夏はお盆での帰省などで家を空けることが多く、戸締り・鍵かけがおろそか
になりがちです。
また、気分も開放的になり、犯罪被害に遭うおそれが高まります。
夏季休暇などにより家庭で過ごす時間も多くなるこの時期に、犯罪の被害防

止について家族で情報を共有するなど、県民の犯罪意識の高揚を図ることを目
的として実施します。

目 的

住宅侵入窃盗の被害防止

・被害の約５割は無施錠です。
・外出中でも、在宅中でも鍵かけの習慣化を。
・サッシに補助錠や防犯フィルムの取り付け
をする。

・センサーライトや防犯カメラの設置
・防犯性能の高い建物部品（CP製品）の活用

自動車盗の被害防止

・複数の防犯対策を組み合わせると効果的です。

【以下の防犯対策を行うと効果的です！！】
・ハンドルロックやタイヤロックの装着。
・大きな音を発する警報機やGPS装置を取り付け。
・駐車場の門扉の施錠、センサーライトや防犯
カメラの設置。

自転車盗の被害防止

・被害の約７割は無施錠です。
・確実な鍵かけの習慣化する。
・ワイヤー錠などで二重ロックをする。
・防犯登録をする。
・防犯カメラが設置されている駐輪場や人の
目が届く場所に駐輪する。

子供と女性の犯罪被害防止

・家族で「イカのおすし」を確認をしましょう。
・家族で通学路の危険箇所を確認をしましょう。
・SNSなど面識のない相手との交流には十分に
注意し、安易に相手方と会ったり、個人情報
を教えないようにしましょう。

・虐待や性犯罪などの被害に遭ったときや、周
りで被害に遭ったと聞いたときには直ぐに警
察に通報しましょう。

ニセ電話詐欺等の被害防止

・電話で現金やキャッシュカード等の番号を
要求されたら詐欺を疑いましょう。

・SNSでの投資話を信用しないようにしましょ
う。

・SNSや電話でしかやり取りのしない相手は
信用しない。

・在宅中でも自宅の電話を留守電に設定する。


